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ニュースレター 2020年 7月号  

 

本号の内容： 

 

ニュース要約  

記事・解説  

各国部会  

AIPPIの Instagramアカウント  

 

 

 

ニュース要約： 

AIPPI杭州総会は、2021年 10月 17日～20日に開催の予定です。 

 

AIPPI国際総会についてのお知らせ  

 

AIPPI Law Seriesのご紹介  

 

AIPPIビデオ配信  

 

追悼記事：Joan Clark氏、Alberto de Elzaburu氏  

 

 

AIPPI会員に Kluwer Lawの出版物がすべて 25%割引  

Kluwer Lawの知的財産に関するすべての書籍（紙版）*が、Membership Portalの Member 

Offerセクションにあるコードを使って、25%の割引価格で購入できます。 

https://aippi.org/new-aippi-world-congress-dates-announced/
https://aippi.org/new-aippi-world-congress-dates-announced/
https://aippi.org/do-you-know-the-aippi-law-series/
https://aippi.org/do-you-know-the-aippi-law-series/
https://aippi.org/library/aippi-videos/
https://aippi.org/library/aippi-videos/
https://aippi.org/joan-clark-q-c-member-of-honour/
https://aippi.org/joan-clark-q-c-member-of-honour/
https://aippi.org/alberto-de-elzaburu-aippi-member-of-honour/
https://aippi.org/alberto-de-elzaburu-aippi-member-of-honour/
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コードは 2021年 3月まで有効です。 

（*『Visser's Annotated European Patent Convention』のみ対象外） 

 

記事・解説： 

日本：意匠審査基準の改訂  

勝沼国際特許事務所 勝沼宏仁  

日本の意匠法は、画像の意匠、建築物の意匠および内装の意匠を新たに保護の対象とする

ため、2019年に大幅な改正が行われましたが、それに伴い、意匠審査基準が改訂されたこ

とで、画像の意匠、建築物の意匠および内装の意匠として、どのようなものが保護の対象

となるかが明らかになりました。 

 

続きを読む  

 

合衆国憲法修正第 11条‐著作権侵害訴訟における州の主権による免責  

Seth I. Appel of Pattishall, McAuliffe, Newbury, Hilliard & Geraldson LLP  

最高裁が、著作権侵害訴訟に対する州の主権免除を支持する判断を示しました。著作権に

関する全員一致の判決はめずらしいケースです。主権免除は絶対的なものではなく、例外

を認めた最高裁判決もありますが、特許に関する州の主権免除に該当するとされた過去の

事例に基づき、この事件には例外は適用されませんでした。特許と著作権は、保護に対す

る憲法上の根拠が同じであるため、判例と見なされる過去の特許事件の判決が、今回の著

作権侵害訴訟に適用されています。 

 

続きを読む  

 

中国：悪意の商標出願を規制するための制度改正  

Ms. Ling Zhao of CCPIT Patent & Trademark Law Office  

中国の商標法は 2019年に第 4次改正が行われ、国家知識産権局が公開した改正法に対応す

る新たな実施条例は、悪意の出願を規制しつつ、商標権およびその他のブランド所有者の

正当な権利に対する保護を強化する内容となっています。 

 

続きを読む  

 

日本：特許侵害の証拠収集のための査証制度  

ユアサハラ法律特許事務所 矢部耕三  

https://aippi.org/news/newsletter-july-2020/#Section7
https://aippi.org/news/newsletter-july-2020/#Section1
https://aippi.org/news/newsletter-july-2020/#Section2
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日本では 1997年の民事訴訟法改正や特許法など複数の法律の改正により、被疑侵害者から

有効な証拠書類を得るための文書提出命令が運用されてきましたが、とりわけ特許侵害の

民事訴訟における証拠情報の開示に関しては、例えば、米国のディスカバリーやドイツの

査察制度など、他国の強力な手続きと比べると、実効性があるとは言えませんでした。 

 

続きを読む  

 

各国部会： 

スペイン部会‐功労者を称える記念出版物  

Pedro Merino Baylos, President of the Spanish Group of AIPPI  

Luis-Alfonso Durán氏は、かつて AIPPI本部の Reporter Generalを務め、本部およびスペ

イン部会・ポルトガル部会の名誉会員でもあります。スペイン部会は、同氏の AIPPI での

45年にわたる活躍と貢献を称えるため、世界 20カ国の知的財産分野における一流の専門家

から寄稿された 44件の記事を掲載した書籍を出版しました。 

 

続きを読む  

 

AIPPIの Instagramアカウント  

フォローをお願いします：aippi_org  

 

 

 

 

AIPPI General Secretariat  

Tödistrasse 16 

8002 Zurich – Switzerland 

Tel: +41 44 280 58 80 

mail@aippi.org 

https://aippi.org/news/newsletter-july-2020/#Section3
https://aippi.org/news/newsletter-july-2020/#Section4
https://www.instagram.com/aippi_org/
https://www.instagram.com/aippi_org/
https://aippi.org/
mailto:mail@aippi.org
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免責事項：  

AIPPIは伝達する情報の正確性を期すべくあらゆる努力をしていますが、これらの情報

は、特定の資格を有する専門家の助言に代わるものとみなされるものではありません。

AIPPIは、インタビューで表明された意見やウェブの外部リンクを介して提供される情

報に対しては一切責任を負いません。 

 

 


